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１ 水洗化整備手法の検討結果

1-1 水洗化整備手法（集合処理と個別処理）の経済比較

1-1-1 検討対象地区の選定

京都府においては、これまで「京都府水洗化総合計画」に基づき、各市町村が地域

に適した水洗化整備手法により、下水道など水洗化施設整備を行ってきた結果、順調

に水洗化が普及し、表 1-1 のとおり、既に８市３町で下水道など集合処理が概成(普

及率９７％以上)しており、平成 20 年度末の水洗化普及率も全国７位の約９４％とい

う高水準に達している。

このため、検討対象となる人口は、府の人口約２６０万人の内、残る６％の水洗化

未普及における約１５万人である。

(1)検討対象地区

水洗化整備手法（集合処理と個別処理）の経済比較は、今後整備が必要な地区につ

いて、計画フレームの見直しに伴う人口減少（人口密度の減少）により、集合処理の

スケールメリットが減少し、個別処理が経済的となる可能性があるため、既計画で「集

合処理区域」と設定されている区域について検討する。このため、既に下水道など集

合処理が概成している８市３町及び既計画で個別処理のみで整備を行う２町村につ

いては、検討対象外とする。

また、下水道など集合処理の整備済み区域と一連の市街地を形成し、既に整備に着

手している水洗化未整備地区（久御山町など）についても検討対象外とする。

以上のことから、表 1-2 のとおり、検討対象は７市５町の人口約４．５万人（２％）

となり、対象地区は１９３地区となる。

表 1-2 検討対象地区数と検討対象人口

市 宇治市 亀岡市 木津川市

事業名 下水道 農集排 下水道 農集排 下水道 下水道 農集排 下水道 下水道 農集排 下水道

地区数 15 4 5 1 4 7 1 3 55 20 33

人口（人） 3,810 1,110 2,951 585 482 3,790 271 600 20,104 2,623 3,055

町 宇治田原町 和束町 精華町 与謝野町 合計

事業名 下水道 下水道 下水道 農集排 漁集排 下水道

地区数 22 4 13 4 1 1 193

人口（人） 3,434 99 597 885 1,064 119 45,579 ※ 人口はH19年度末の現況値

伊根町

京丹後市舞鶴市 綾部市 宮津市
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1-1-2 経済比較の検討ケース

計画フレームの設定において、将来人口を正確に予測することは困難であることか

ら、その予測値は社会保障・人口問題研究所の推計結果を基に幅をもって設定するこ

ととした。このため、経済比較における検討ケースとして、計画フレームについては、

人口が最も高い値と最も低い場合の２ケースとする。

また、浄化槽の設置割合が高い地域や高齢化率の高い市町においては、下水道など

が整備されても、実際に接続する割合が低い傾向（京都市を除く市町の接続率平均値

は 88％）にあることから、過去５年間における各市町の接続率から設定した市町別の

接続率を加味して、以下の３つの検討ケースを設定する。

この結果、表 1-3 に示すとおり、6ケースで経済比較の検討を行う。

なお、その際、下水道等に接続しない世帯については下水道等の整備区域から除く

こととして、費用比較に含めないものとする。

○ ケース１，４

集合処理の整備を行った場合は 100％接続されるものとし、個別処理は既設浄化

槽設置世帯を除く全てのくみ取り世帯が浄化槽を新設すると仮定した場合

（全世帯が水洗化される）

○ ケース２，５

集合処理の施設整備を行った場合でも、各市町別に設定した接続率（表 1-3 では

88%表示）の割合でしか実際に接続されないものとし、個別処理も全世帯のうち

各市町別に設定した接続率（表 1-3 では 88%表示）の割合でしか浄化槽を新設し

ないと仮定した場合（既設浄化槽がない地域では水洗化されない場合もある）

○ ケース３，６

集合処理の施設整備を行った場合でも、既設浄化槽設置世帯は接続せず、さらに

くみ取り世帯も各市町別に設定した接続率（表 1-3 では 88%表示）の割合でしか

実際に接続されないものとし、個別処理もくみ取り世帯が各市町別に設定した接

続率（表 1-3 では 88%表示）の割合でしか浄化槽を新設しないと仮定した場合

（全世帯が水洗化されない）
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表 1-3 経済比較検討ケース

集合処理の接続率の違いによる検討イメージを図 1-1 に示す。

図 1-1 検討イメージ

集合処理の接続率

全世帯の 100％ 全世帯の 88％ くみ取り世帯の 88％

人口上限値 ケース１ ケース２ ケース３将来

フレーム 人口下限値 ケース４ ケース５ ケース６

現状

集合処理の
接続率

集合処理（下水道など） 個別処理（浄化槽）

１００％

８８％

くみ取り世帯の
８８％

：既設浄化槽

：くみ取り便所

：集合処理整備

：新設浄化槽

集合処理区域
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1-1-3 水洗化整備手法（集合処理と個別処理）の経済比較

経済比較は、水洗化整備手法の建設費と維持管理費から 1人当たりコスト／年（以

下「コスト」という。）を算出し、集合処理と個別処理の判定を行う。

(1)経済比較に用いる基礎数値

①人口、世帯当たり人口、汚水量原単位

計画フレームは、以下のとおりとする。

※ 既計画：「京都府水洗化総合計画 2005」

②処理場、管渠、浄化槽等の建設費と維持管理費

「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案) （平成

20 年 9 月 国交省）」（以下「マニュアル」という。）に掲載されている費用単価や費

用関数などと、京都府下の実績や実績から求めた費用関数とを比較し、より実態に

即した計画を策定するために、経済比較に用いるべき建設費と維持管理費を表 1-4

のとおり設定する。

○目 標 年 次 ：既計画を後退することのないよう、10 年後の平成 32 年度

○ 人 口 ：正確な予測は困難なため、幅を持って設定

○世帯当たり人口：将来人口と同様に幅を持って設定

○生活汚水量原単位：実績・節水化傾向から 240L/人・日に収束（平均で現況から 4%減）

現況値が 240 L/人・日以上の市町村 → 各市町村の現況値から 4％減少

現況値が 240 L/人・日以下の市町村 → 各市町村の現況値 ＝ 将来値（増減なし）

○営業等汚水量原単位：実績・節水化傾向から各市町村の現況値から 18％減少
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表 1-4 建設費及び維持管理費の設定値

(2)経済比較の検討

上記①、②により設定した基礎数値を用いた経済比較の具体的な検討方法（例）を

表 1-5 に示す。

対象規模 費 用 設定根拠

2,000(m3/日最大) 1,509,810

5,000(m3/日最大) 2,493,060

40,000(m3/日最大) 13,416,180

1,600(m3/日平均) 59,596

4,000(m3/日平均) 109,038

32,000(m3/日平均) 429,521

自然流下管 千円/ｍ 65

圧送管 千円/ｍ 35

維持管理費 円/ｍ/年 57

建設費 千円/基 8,800

維持管理費 千円/基/年 200

200人 125,527

1,000人 289,262

2,000人 414,415

200人 2,417

1,000人 8,062

2,000人 13,543

自然流下管 千円/ｍ 57

圧送管 千円/ｍ 35

維持管理費 円/ｍ/年 18

建設費 千円/基 8,800

維持管理費 千円/基/年 200

5人槽 993

100人槽 12,514

500人槽 48,809

5人槽 80

100人槽 674

500人槽 3,174

マニュアル
費用関数

マニュアル
費用関数

実績値
費用関数

実績値
費用関数

実績値
費用関数

公共
下水道

処理場

管渠

建設費 千円

維持管理費 千円/年

マニュアル
費用関数

個別処理 浄化槽

建設費

維持管理費

千円/基

千円/基/年

農業
集落排水

処理場

建設費 千円

維持管理費 千円/年

マンホール
ポンプ

管渠

マンホール
ポンプ
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建 設 費

維 持 管 理 費

建 設 費

維 持 管 理 費

建 設 費

維 持 管 理 費

建 設 費 ( 新 設 )

維 持 管 理 費

( 新 設 ＋ 既 設 )

A0
1

32
2

10
0

28
4

38
32

2
2,
92

7
0

2,
92

7
0

1,
45

5
2,
11

9
2,

64
2

16
7

0
0

0
6,

38
3

20
3,
94

9
9,

55
3

13
,5

02
42

集
合
処

理

A0
2

19
6

10
0

19
6

0
19

6
1,
13

6
38

8
1,

52
4

1
88

6
1,
29

3
1,

21
4

87
35
2

20
0

0
4,

03
2

21
3,
00

5
6,

36
8

9,
37

4
48

集
合
処

理

A0
3

59
10

0
59

0
59

1,
43

8
0

1,
43

8
1

26
7

39
0

1,
29

8
82

35
2

20
0

0
2,

58
9

44
83

9
1,

90
3

2,
74

2
46

集
合
処

理

A0
4

29
10

0
29

0
29

70
4

78
78

2
1

13
1

19
2

67
3

45
35
2

20
0

0
1,

59
3

55
34

9
95

2
1,

30
1

45
個

別
処

理

A0
5

52
10

0
52

0
52

91
1

0
91

1
0

23
5

34
4

82
2

52
0

0
0

1,
45

3
28

38
4

1,
68

4
2,

06
8

40
集

合
処

理

A0
6

48
10

0
48

0
48

73
9

0
73

9
0

21
7

31
7

66
7

42
0

0
0

1,
24

3
26

59
4

1,
53

7
2,

13
1

44
集

合
処

理

A0
7

57
10

0
57

0
57

68
8

0
68

8
0

25
8

37
7

62
1

39
0

0
0

1,
29

5
23

59
4

1,
83

0
2,

42
4

43
集

合
処

理

A0
8

20
10

0
20

0
20

24
2

11
5

35
7

1
90

13
2

27
4

20
35
2

20
0

0
1,

06
9

53
28

0
65

9
93

8
47

個
別
処

理

A0
9

3,
66
4

10
0

19
38

1,
72

6
3,

66
4

24
,0

52
1,

03
9

25
,0

91
7

16
,5
58

22
,8

49
22

,2
19

1,
43

0
2,

46
4

1,
40

0
0

66
,9

19
18

24
,2

10
74
,6

63
98

,8
73

27
集

合
処

理

A1
0

88
10

0
88

0
88

2,
14

2
78

2,
22

0
2

39
8

58
1

1,
97

2
12

7
70
4

40
0

0
4,

18
1

48
1,
18

8
2,

85
5

4,
04

3
46

個
別
処

理

判
定

マ ン ホ
ー

ル ポ ン プ 基 数

費
用

(千
円

/年
) 費 用 合 計

個
別

処
理

1 人 当 た り コ ス ト

( 千 円 ／ 人 ／ 年 )

浄
化

槽
処

理
場

(増
分

)
ポ
ン

プ
検 討 地 区 内 の 人 口

1 人 当 た り コ ス ト
( 千 円 ／ 人 ／ 年 )

費
用

(千
円
/年

)

計

自 然 流 下 管

圧 送 管

管
渠

延
長

(m
)

集
合

処
理

下
水
道

接
続

人
口

(人
)

表
1-

5
経

済
比

較
の

検
討

方
法

（
ケ

ー
ス

１
の
例

）

１
人

当
た

り
コ

ス
ト

を
比

較

管
渠

接 続 率 ( ％ )

既 設 浄 化 槽 維 持 管 理 費

費 用 合 計

住 宅

事 業 所 等

計

検
討

地
区

名
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(3) 経済比較検討結果

経済比較検討結果（例）を表 1-6 に示す。各検討地区について６ケース経済比較の

結果を整理し、水洗化整備手法の選定の１次評価を行う。

表 1-6 経済比較検討結果(例)

人口（最大・最小）

A01 集合処理 20 21 18 21 22 19

280人・250人 個別処理 42 41 35 42 41 35

A02 集合処理 21 19 19 22 20 20

200人・170人 個別処理 48 43 39 48 43 39

A03 集合処理 44 42 40 49 47 44

60人・50人 個別処理 46 45 38 47 45 38

A04 集合処理 55 56 51 60 61 55

30人・20人 個別処理 45 45 39 44 44 38

A05 集合処理 28 29 29 30 31 30

50人・40人 個別処理 40 40 36 40 40 36

A06 集合処理 26 27 25 28 30 26

50人・40人 個別処理 44 44 37 45 45 38

A07 集合処理 23 24 24 25 26 25

60人・50人 個別処理 43 43 37 43 43 37

A08 集合処理 53 54 52 58 59 56

20人・10人 個別処理 47 47 39 46 46 38

A09 集合処理 18 19 15 19 20 16

1,940人・1,720人 個別処理 27 27 23 27 27 23

経済
比較結果

集合処理

集合処理

個別処理

個別処理

集合処理

集合処理

手法

集合処理

集合処理

1人当たりコスト(千円／人／年)

ケースに
よって結果
が異なる

地区名

ケース
１

ケース
２

ケース
３

ケース
４

ケース
５

ケース
６

(4) 市町別の経済比較検討結果

対象となる１２市町の検討結果（一次評価）を表 1-7 に示す。ここでは、全てのケ

ースで集合処理となったものを「集合処理判定」、全てのケースで個別処理となった

ものを「個別処理判定」、それ以外を「ケースによって結果が異なる」としている。
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表 1-7 経済比較検討結果（一次評価）

集合処理判定 個別処理判定
ケースに

よって結果が
異なる

舞鶴市 19 15 4 0

綾部市 6 4 1 1

宇治市 4 4 0 0

宮津市 8 5 2 1

亀岡市 3 3 0 0

京丹後市 75 14 46 15

木津川市 33 15 9 9

宇治田原町 22 16 5 1

和束町 4 2 1 1

精華町 13 13 0 0

伊根町 5 1 4 0

与謝野町 1 0 0 1

合計 193 92 72 29

人口（最大） 42,318 27,865 8,661 5,792

人口（最小） 37,105 24,640 7,458 5,007

検討市町村

検討結果

検討地区数

1-2 経済比較以外の要因分析

水洗化整備手法は、基本的に経済比較結果に基づき選定を行うが、その他の要因に

ついても多角的に検討を行い、最適な水洗化整備手法を選定する。

ここでは、経済比較以外の要因として、以下フローにより分析を行う。

水洗化整備手法（集合処理と個別処理）の経済比較

水洗化整備手法の決定

要

因

分

析

財政・経営状況の検討

高齢化率などの状況

整備スピ－ドの検討

水質環境改善効果の検討
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1-2-1 財政・経営状況の検討

各市町村の水洗化事業の財政・経営状況について、現状と将来の見通しを分析する。

集合処理の建設費は、以下の図のとおり、住民の分担金・市町村が国から借入れる

起債・国からの補助金からなっており、起債は後年度に返済する必要があり、起債の

元利償還金及び支払利息を「資本費」という。（企業会計方式を採用している場合は

減価償却費及び支払利息が「資本費」となる。府内では京都市、城陽市、亀岡市のみ）

また、処理場や管渠等の施設に係る補修費、動力費、清掃費、薬品費や人件費など

を「維持管理費」といい、「資本費」と「維持管理費」を合わせたものを「汚水処理

費」という。

この「汚水処理費」から、各市町村が一般会計から補填する金額を定め、この金額

（一般会計繰入金）を控除して、下水道など集合処理の使用料を決めている。

一方、下水道など集合処理の施設整備には、公共用水域の水質保全等の「公的役割」

と、生活環境の改善として行う便所の水洗化などの「私的役割」があり、「公的役割」

は公費（地方公共団体）で負担し、「私的役割」は私費（住民）で負担することとな

っている。

このため、一般会計繰入金の内、「公費」として総務省基準に基づいた繰入金を「基

準内繰入金」といい、「基準内繰入金」以外の繰入金を「基準外繰入金」という。

なお、「基準内繰入金」と「基準外繰入金」は、各市町村が決めることとしている

ため、「基準外繰入金」であっても総務省基準に合致している場合もある。

集合処理施設の建設費内訳

資 本 費

※1 市町村負担分(50%) 交付税措置(50%) 国 費 ※2

分担金 ※3

1/10 4/10*50% = 0.2 4/10*50% = 0.2 １/２

※1 起債 ４／１０ ※1 分担金・起債額は市町村により異なる。

※2 終末処理場に係る国費は５．５／１０

※3 交付税措置割合は、人口密度等により異なる。



集合処理の使用料設定に係るフローは以下のとおりである。

資 本 費 維 持 管 理 費

汚 水 処 理 費
一般会計の負担額（公費）

公費で負担すべき主な経費（総務省基準）別表１

① 雨水処理に要する経費

② 分流式下水道に要する経費

③ 流域下水道の建設に要する経費

④ 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費

⑤ 水洗便所に係る改善命令等に関する事務に要する経費

基 準 内 繰 入 金
⑥ 不明水の処理に要する経費
11

⑦ 高度処理に要する経費

⑧ 高度資本費対策に要する経費

⑨ 下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費 など

利用者の負担額（私費）

使 用 料

基準外繰入の主な原因

① 供用開始直後の使用料収入不足

② 使用料水準が低い など

自 治 体 政 策 的 繰 入 基 準

（ 自 治 体 独 自 ル ー ル ）
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(1)現在の財政・経営状況の評価指標

現在の評価の指標として、①使用料単価、②経費回収率(使用料収入/汚水処理費)、

③地方債残高、④一般会計繰入金(基準外)を用いる。

①使用料単価が全国平均値と比較してどうか。

②経費回収率(使用料収入/汚水処理費)が 100%を上回っているかどうか。

③地方債残高が全国平均値と比べてどうか。

④基準外繰入金が全国平均値と比べてどうか。

全国平均値は、表 1-8 のとおり、処理区域内人口、有収水量密度、供用開始後年数

の区分により類型区分を設定し、全国の類型区分別平均値とする。

表1-8 類型区分一覧表

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

5千人未満
5千人以上
1万人未満

1万人以上
5万人未満

5万人以上
10万人未満

10万人以上

舞鶴市 ○
綾部市 ○
宇治市 ○
宮津市 ○
亀岡市 ○

京丹後市 ○
木津川市 ○
宇治田原町 ○
和束町 ○
精華町 ○
伊根町 ○

与謝野町 ○

ｄ ｃ ｂ ａ 3 2 1

2.5千m3/ha未
満

2.5千m3/ha以
上

5.0千m3/ha未
満

5.0千m3/ha以
上

7.5千m3/ha未
満

7.5千m3/ha以
上

5年以上
15年未満

15年以上
25年未満

25年以上

舞鶴市 ○ ○ Bc1
綾部市 ○ ○ Cc3
宇治市 ○ ○ Aa2
宮津市 ○ ○ Cc2
亀岡市 ○ ○ Ba1

京丹後市 ○ ○ Ba1
木津川市 ○ ○ Bc2
宇治田原町 ○ ○ Dc3
和束町 ○ ○ Ec3
精華町 ○ ○ Cc2
伊根町 ○ ○ Eｄ3

与謝野町 ○ ○ Dc3

類型区分

処理区域内人口別区分

有収水量密度区分 供用開始後年数別区分
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(2)現在の財政・経営状況

現状の財政・経営状況の評価（例）を表 1-9、図 1-2 に、１２市町の評価結果を表

1-10 に示す。

集合処理の整備着手後、経過年数が少ないなど整備完了に長期間を要する場合は、

接続世帯も少なく処理場への流入水量も少ないため料金収入も少ないことから、経費

回収率、地方債残高、基準外繰入金の評価値は小さくなる傾向にある。

しかし、評価指数が１をかなり下回る場合は、将来の状況も踏まえ、接続率の向上・

基準内繰入金の増額・使用料単価の見直しなど経営改善を検討する必要がある。

表 1-9 現在の財政・経営状況の評価

当該市町値(A) 参考値(B) ※ 評価指数

使用料単価 （円/m3） 115.5 150 0.8(A/B)

経費回収率 （％） 11 100 0.1(A/B)

地方債残高 （千円/人）

（処理人口１人当たり）
1,361 295 0.2(B/A)

基準外繰入金（円/人）

（処理人口１人当たり）
21,308 4,298 0.2(B/A)

※ 参考値：使用料単価・地方債残高・基準外繰入金は全国の類型区分別平均値、経費回収率は 100%

図 1-2 現在の財政・経営状況
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表 1-10 現在の財政・経営状況の評価

評 価

○経営状況は、全体的に厳しい状況であるが、全国の平均値と比べても厳しい状

況にあり、経営改善の検討が特に必要な市町は５市町

※ 伊根町は、現在未着手のため現状の評価はできない。
※ 評価値が2.0を超える場合は、2.0と表記

○経費回収率が１を下回っている。
○下水道の接続率は62.5％と府平均値と比較し、極端に低い。
○将来の状況を踏まえ評価する。

○経費回収率が１を下回っている。
○下水道の接続率は91.2％と府平均値と比較し、若干高い状況。
○将来の状況を踏まえ評価する。

○経費回収率と基準外繰入金が１を下回っており、特に経費回収率は大きく下回っている。
○下水道の接続率は74.8％と府平均値と比較し、低い状況。

○経費回収率、地方債残高、基準外繰入金が１を下回っており、特に経費回収率は大きく下
回っている。
○下水道の接続率は55.9％と府平均値と比較し、極端に低い。

○経費回収率が１を下回っている。
○下水道の接続率は94.8％と府平均値と比較し、若干高い状況。
○将来の状況を踏まえ評価する。

○経費回収率、地方債残高、基準外繰入金が１を下回っている。
○下水道の接続率は91.4％と府平均値と比較し、若干高い状況。
○将来の状況を踏まえ評価する。

○経費回収率、地方債残高、基準外繰入金が１を大きく下回っている。

○下水道の接続率は76.6％と府平均値と比較し、低い状況。

○地方債残高と基準外繰入金が１を下回っている。
○下水道の接続率は89.7％と府平均値と比較し、若干高い状況。
○将来の状況を踏まえ評価する。

○経費回収率と地方債残高が１を下回っている。
○下水道の接続率は41.0％と府平均値と比較し、極端に低い。

○経費回収率、地方債残高、基準外繰入金が１を下回っている。
○下水道の接続率は82.2％と府平均値と比較し、若干低い状況。
○将来の状況を踏まえ評価する。

評価

○経費回収率、地方債残高、基準外繰入金が１を下回っており、特に経費回収率は大きく下
回っている。
○下水道の接続率は86.5％と府平均値と比較し、若干低い状況。

要検討

要検討
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(3)将来の財政・経営状況

既計画(水洗化総合計画 2005)どおり下水道事業を進めた場合のシミュレーション

結果の事例を示す。今後の投資可能額は市町と調整の上、過年度投資事業費等から妥

当性を確認し、シミュレーション（(社)日本下水道協会ソフト「スイスイ」）を行う。

なお、人口減少及び汚水処理量の減少は加味していない。

① 将来の汚水量

将来の汚水量の見通し（例）を図 1-3 に示す。

図 1-3 将来の汚水量の見通し

② 将来の維持管理費

将来の維持管理費の見通し（例）を図 1-4 に示す。

図 1-4 将来の維持管理費の見通し

③ 将来の起債償還額

将来の起債償還額の見通し（例）を図 1-5 に示す。

将来の起債償還額が現在より増加すればする程、将来の義務的支出が増え、経営

を圧迫する。また、その時期が遅ければ遅いほど、経営を圧迫する期間が長く続く

ことを示す。

有収水量の伸び
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④ 将来の基準外繰入金

将来の基準外繰入金の見通し（例）を図 1-6 に示す。

図 1-6 基準外繰入金の見通し

⑤ 将来の下水道会計の収支

将来の下水道会計の収支の見通し（例）を図 1-7 に示す。

図 1-7 下水道会計の収支の見通し

⑥将来の財政・経営状況（１２市町）

１２市町のシミュレーション結果を表 1-11 に示す。

起債償還額のピーク年度が１０年以上先で、ピーク時の償還額が現在の償還額より

大きくなる場合は、将来の義務的支出が相当増え、しかも、その期間が長く、経営を

かなり圧迫すると思われ、経営改善を検討する必要がある。

また、基準外繰入金が不要（≒ 経営収支が黒字）となることが予想できない場合

も、経営改善を検討する必要がある。
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経営状況に問題がある場合は、初期コスト(建設コスト)の安価な水洗化整備手法を

選定し、初期投資を少なくすることで、将来の起債償還額を少なくすれば、経営状況

が改善する可能性がある。水洗化整備手法別建設コストを表 1-12 に示す。

表 1-12 初期コスト(建設コスト)

整備手法 下水道 農集排 浄化槽

残事業費 （千円） 119,365,500 13,056,765 11,295,375

未普及人口（人） 125,394 8,062 26,968

建設コスト（千円/人） 952 1,620 419

評 価

○ 全体的に、今後、起債償還額のピークを迎えるため、財政への負担が

増すことから、当面経常収支が黒字とならず厳しい経営状況が続く。

○特に要検討市町が７市町あり、集合処理を個別処理にすることで初期投資

を少なくするなどの検討が必要。
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1-2-2 整備手法による水質改善効果の検討

水洗化整備手法によって、放流水質が異なるため、整備手法の選定によって放流先

の公共用水域へ影響を及ぼす可能性がある。

現状で環境基準値を達成している河川については、今後さらに水洗化が進み水質は

良くなることから、現状で環境基準を達成していない河川を検討対象とした。

近年 3ヵ年（平成 17 年～19 年）の平均水質が環境基準値を達成していない河川は、

野田川と八田川の２河川である。

表 1-13 河川の環境基準点の水質状況（平成 17 年度～平成 19年度）

（ＢＯＤ） (単位:mg/L)
環境

基準値 17 18 19 平均

野田川 堂谷橋 Aﾛ 2 2.8 2.1 2.3 2.4

八田川 八田川橋 Aｲ 2 2.3 2.3 1.6 2.1

達成状況（年度）指定
類型

類型あてはめ
水域名

環境基準地点名

(1)検討場所

八田川流域及び野田川流域では、経済比較の結果、集合処理を個別処理に見直す地

区があり、河川水質への影響をシミュレーション解析により確認する。検討地区は、

綾部市「高倉町の一部」地区と与謝野町「与謝」地区であり、図 1-8 にその位置を示

す。

図 1-8 位置図

高倉町の一部

与謝

水質環境基準点

集合処理→個別処理

旧

旧



(2)検討結果

検討結果を図 1-9 に示す。

検討した結果、水洗化整備手法の変更による河川への影響はほとんどなく、環境基

準値(BOD)2mg/L も達成できる。

○ 水洗化整備手法

八田川

農排の 公共下水道の
排出負荷量 排出負荷量
1.6kg/日 16.7kg/日
5.4kg/日 20.6kg/日
5.4kg/日 20.4kg/日

汲み取り世帯の 浄化槽の
排出負荷量 排出負荷量
63.5kg/日 3.1kg/日

0kg/日 6.6kg/日
0kg/日 6.9kg/日

自然汚濁の
排出負荷量
1.0mg/L
1.0mg/L
1.0mg/L

水質環境基準点
上段：現況 （八田川橋）
中断：既存計画 1.906mg/L
下段：見直し計画 1.531mg/L

● 1.533mg/L

流
達
率

野田川

農排の 公共下水道の
排出負荷量 排出負荷量
0.3kg/日 24.6kg/日
1.5kg/日 44.6kg/日
1.5kg/日 44.2kg/日

汲み取り世帯の 浄化槽の
排出負荷量 排出負荷量
355.0kg/日 3.7kg/日

0.0kg/日 6.1kg/日
0.0kg/日 6.8kg/日

自然汚濁の
排出負荷量
0.530mg/L
0.530mg/L
0.530mg/L

水質環境基準点
上段：現況 （堂谷橋）
中断：既存計画 2.402mg/L
下段：見直し計画 0.905mg/L

● 0.907mg/L

流
達
率

20

図 1-9 水質シミュレーション結果

結 果

の変更により、水質環境改善効果への影響は軽微。
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1-2-3 整備スピードの検討

経済比較で集合処理が有利となっても、市町村の財政状況などにより、水洗化施設

整備に長期間を要し、目標年次の平成 32 年に完成できない場合がある。

このような場合は、集合処理を個別処理にすることで初期投資が少なくなり、整備

スピードを向上することができる。

このため、各市町の水洗化施設整備に係る今後の必要事業費に対し、毎年の投資可

能額（各市町と調整の上、過年度投資事業費等から妥当性を確認した額）から、水洗

化施設整備の完了年次を推算する。推算結果を表 1-13 に示す。

表 1-13 水洗化施設整備の完成年度推算 (単位：百万円)

各手法とも維持管理費は含んでいないが、浄化槽汚泥を処理するし尿処理場は、老

朽化しているところもあり、今後、改築更新費の増加が必要なことも考えられるため、

注意を要する。

結 果

○ 目標年次に完成できない市町が多く、集合処理を個別処理にすることで初期

投資を少なくすることが必要。

下水 農集

集合
ｺｽﾄ
縮減
0.85

浄化槽 合計 下水 農集 浄化槽 合計

舞鶴市 13,200 2,885 13,672 875 14,547 1,122 110 104 1,336 H31

綾部市 9,716 1,302 9,365 2,878 12,243 617 110 169 896 H34 要短縮

宇治市 37,420 0 31,807 384 32,191 2,700 0 19 2,719 H32

宮津市 9,885 615 8,925 1,204 10,129 400 0 100 500 H41 要短縮

亀岡市 16,800 2,577 16,470 1,884 18,354 1,180 385 21 1,586 H32

京丹後市 19,750 4,292 20,436 2,669 23,105 985 49 133 1,167 H40 要短縮

木津川市 15,100 0 12,835 71 12,906 607 0 37 644 H41 要短縮

宇治田原町 6,830 0 5,806 129 5,935 480 0 6 486 H33 要短縮

和束町 230 0 196 440 635 123 0 10 133 H25

精華町 6,300 0 5,355 0 5,355 540 0 0 540 H30

伊根町 0 3,294 2,800 462 3,262 253 3 256 H33 要短縮

与謝野町 7,300 396 6,542 300 6,841 520 84 7 611 H32

市町村

平成20年度末の残事業費

完了
年度

毎年の投資可能額

評価
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1-2-4 その他の要因の検討結果

(1) 高齢化率の確認

下水道など集合処理の接続率（実際に下水道に接続した世帯の割合）は、各市町の

高齢化率と明確な相関はないものの、図 1-10 に示すとおり、高齢化率が高いほど接

続率が低い傾向にある。

各市町別の高齢化率を表 1-14 に示す。

図 1-10 市町村別 高齢化率と接続率

表 1-14 市町村別 高齢化率

※ 朱書は、京都府の平均値以上のところ

高齢化率と接続率

y = -0.974x + 108.1

R2 = 0.2648

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

高齢化率（％）

接
続

率
（

％
）

評 価

○ 高齢化率の高い市町は、集合処理を選定した場合、接続率が低くなる可能性

があるため、対応を検討する必要がある。

人 人 人 人 ％ ％ ％

京都府 2,647,660 345,071 1,755,447 530,350 13.0 66.3 20.0
舞鶴市 91,733 13,356 56,319 21,789 14.6 61.4 23.8 高い
綾部市 37,755 4,918 21,230 11,492 13.0 56.2 30.4 高い
宇治市 189,591 27,411 129,030 32,968 14.5 68.1 17.4 低い
宮津市 21,512 2,656 11,917 6,930 12.3 55.4 32.2 高い
亀岡市 93,996 13,813 63,667 15,824 14.7 67.7 16.8 低い
京丹後市 62,723 9,459 35,687 17,575 15.1 56.9 28.0 高い
木津川市 63,649 9,933 43,516 10,198 15.6 68.4 16.0 低い
宇治田原町 10,060 1,654 6,467 1,939 16.4 64.3 19.3 低い
和束町 4,998 505 3,035 1,458 10.1 60.7 29.2 高い
精華町 34,236 6,399 23,215 4,621 18.7 67.8 13.5 低い
伊根町 2,718 299 1,305 1,114 11.0 48.0 41.0 高い
与謝野町 24,906 3,826 14,389 6,686 15.4 57.8 26.8 高い
資料：国勢調査（総務省統計局）

総数
年齢３区分別人口 年齢３区分別割合

評価
15歳未満 15～64歳 65歳以上 15歳未満 15～64歳 65歳以上
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(2) 地形的要因の検討

各市町にヒアリングを実施する中で、地形的に道路や急峻な山に挟まれ、人家が密

集しているなどの理由により浄化槽が設置できない地域は、伊根町の伊根地区と綾部

市の東八田地区の２地区であった。

【伊根町の伊根地区】

【綾部市の東八田地区】



1-3 水洗化整備手法の検討結果と評価

これまで検討した結果（評価・市町村の意向・整備手法の選定結果案）を表 1-15

に示す。

経済比較の結果、集合処理となった検討地区は、財政・経営状況などを考慮し目標

年次である平成３２年までに完了できる場合は集合処理として、完了が難しい場合は

水洗化を望む府民が早期に水洗化を図ることができるよう、「当面浄化槽整備区域」

として、当面、浄化槽を整備し、将来、浄化槽の設置状況を考慮して、再度、個別処

理か集合処理を検討する区域とする。

また、経済比較の結果、個別処理となった検討地区は地形的要因などを検討し可能

な場合は個別処理とし、不可能な場合や水質環境に支障がある場合は集合処理として

整備手法を決定する。

水洗化整備手法の経済比較

財政・経営状況の検討

高齢化率などの状況

整備スピ－ドの検討

集合処理 個別処理

地形的な要因、水質環境改善効果

集合処理 当面個別

問題が少ない

市町が集合
24

集合処理 個別処理処理

可能不可能問題が多い

を希望 市町が個別を希望

個別処理
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表 1-15 検討結果（評価・市町村の意向・整備手法の選定結果案）

財政力
指数

現在 将来

集 15地区 集 15地区
個 4地区 個 4地区
他 － 当 －
集 4地区 集 4地区
個 1地区 個 1地区
他 1地区 当 1地区
集 4地区 集 4地区
個 － 個 －
他 － 当 －
集 5地区 集 2地区
個 2地区 個 6地区
他 1地区 当 －
集 3地区 集 3地区
個 － 個 －
他 － 当 －
集 14地区 集 6地区
個 46地区 個 69地区
他 15地区 当 －
集 15地区 集 －
個 9地区 個 15地区
他 9地区 当 18地区
集 16地区 集 17地区
個 5地区 個 5地区
他 1地区 他 －
集 2地区 集 3地区
個 1地区 個 1地区
他 1地区 当 －
集 13地区 集 13地区
個 － 個 －
他 － 当 －
集 1地区 集 1地区
個 4地区 個 4地区
他 － 当 －
集 － 集 －
個 － 個 1地区
他 1地区 当 －

※ 凡例 集 集合処理
個 個別処理
他
当 当面個別処理

※ 評価 ① 概ね経済比較どおりで問題ない
② 概ね経済比較どおりで問題ないが、今後とも経営改善等の検討が必要
③

整備
ｽﾋﾟｰﾄﾞ

できるだけ初期投資を軽減し、経営改善・整備促進を図るため、個別処理を推進

水質
環境

高齢
化率

地形
要因

要検討

要検討
H41

要短縮

宇治田原町

－

H31

要検討

H32

23.8%
高い

－

綾部市 要検討
H34

要短縮
30.4%
高い

一部
集合

舞鶴市 －

17.4%
低い

－

宮津市 要検討
H41

要短縮
－

32.2%
高い

－

宇治市

－
16.8%
低い

－

要検討
H40

要短縮
－

28.0%
高い

－

H32

－

－
19.3%
低い

－

－
16.0%
低い

要検討要検討
H33

要短縮

－

－

－

29.2%
高い

－

13.5%
低い

H25

伊根町
H33

要短縮

H30

和束町 要検討

精華町

要検討

－要検討

41.0%
高い

一部
集合

－

H32
26.8%
高い

経済
比較

財政状況

0.36

0.14

0.76

0.26

0.74

0.68

0.39

要検討

0.77

0.61

0.48

0.86

0.55

亀岡市

京丹後市

与謝野町

木津川市

評価

評価
市町

調整結果

ケースによって結果が異なる

①

③

①

③

①

②

②

②

③

③

②

②
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２．処理場の集約化の検討結果

2-1 処理場の集約化の必要性

一自治体で管理する汚水処理場の数は、市町村合併に伴いかなり増加している。

また、既設の処理場には、今後の人口減少により施設能力に余裕が生じる処理場が

あるが、一方、施設が老朽化し改築・更新の時期に差しかかっている処理場も少なく

ない。

このため、小規模の処理場を施設能力に余裕が生じる比較的大規模な処理場へ統合

することで、効率的で経済的な汚水処理を実現できる可能性がある。

2-2 処理場の集約化の検討

処理場の集約化のイメージを図 2-1 に示す。

小規模処理場を大規模処理場へ統合すれば、小規模処理場からの接続管渠を整備す

る必要があるが、小規模処理場は不要となり、維持管理費を節減できる。

このため、接続管渠の建設費及び維持管理費と小規模処理場の維持管理費を比較し

て、経済的であれば、処理場の集約化が可能となる。

＜２つの処理場の統合＞＜現状：２つの処理場＞

大規模処理場

T

大規模処理場

接続管渠
集約化
27

図 2-1 処理場の集約化イメージ

小規模処理場

T

小規模処理場

T T

既設管渠へ接続

廃止

処理場
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2-3 処理場の集約化の検討結果

(1) 一次判定

処理場の集約化における対象地区の選定は、次の 3点をチェック項目とし、現在

稼働中の集落排水事業地区を対象に一次判定を行った。

一次判定の結果を表 2-1、表 2-2 に示す。検討対象地区は９地区となる。

表 2-1 処理場の集約化の検討結果（一次判定）

検討地区数 96 地区

ステップ１ 処理区域が隣接（処理区域間距離が 1km 未満）ものを抽出 22 地区

ステップ２ 施設能力による判定 13 地区

ステップ３ 費用比較による判定 9地区

＜対象地区の選定＞

① 処理区域が隣接（処理区域間距離が 1km 未満）するものを抽出

② 大規模処理区域の将来の人口減少 ＞ 小規模処理場の計画人口

③ 小規模処理場の維持管理費 ＞ 接続管渠建設費＋維持管理費
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(2) 二次判定

次に、一次判定で処理場の統合が有利となった対象地区について、集約先の処理

場の施設能力の詳細チェック、接続管渠ルートの設定を行った上で、経済比較を行

った結果を表 2-3、表 2-4 に示す。

今回最終判定で統合が有利となった地区は４地区となる。

４地区については、処理場の集約化を進めることとするが、その他の５地区につ

いても今後河川、鉄道等の地形的条件及び施工方法等を詳細検討し、集約化を検討

する。

表 2-3 処理場の集約化の検討結果（二次判定）

一次判定地区数 9地区

ステップ１ 集約先の処理場の施設能力 9地区

ステップ２ 接続管渠ルート設定の上、経済比較 4地区

＜対象地区の詳細検討＞

集約先の処理場の施設能力の詳細チェック

○ 処理場の計画汚水量、将来の人口減少による余裕量の確認など

接続管渠ルートの設定

○ 詳細な管渠ルートの設定

○ 道路、河川、鉄道、地下埋設物など地形的条件の確認

○ 施工方法の検討

経済比較の検討

○ 詳細な条件による経済比較を実施
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